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業庫第２４号（例） 

２０２４年５月７日 

 

 

代  理  店  御中 

 

日 本 銀 行 業 務 局 

 

 

「日本銀行代理店国庫金事務取扱手続」等の一部改正に関する件 

 

 

 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正す

る法律」(令和３年法律第６６号)の施行に伴い、下記の諸規程の一部を別紙１およ

び２のとおり改正し、本日から実施することとしましたので、通知します。 

 なお、本件改正は、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）が規定する「公費

負担者番号」および「受給者番号」について、個人情報保護の観点から、保護の決

定または実施等に関する事務の遂行の目的以外で告知を求めることが禁止された

ことに鑑み、本人確認の際に、コピー等による「公費負担者番号」および「受給者

番号」の収集を行わない旨の注意事項を追加するものです（国庫事務における本人

確認では、本件改正前から本人確認資料の収集等を行っておりませんので、従来ど

おり取扱ってください。）。 

 

記 

 

１．「日本銀行代理店国庫金事務取扱手続」 

（昭和５５年２月１日付国丙第２号別冊）････････････････････････別紙１ 

２．「日本銀行代理店政府有価証券事務取扱手続」 

  （昭和５７年３月８日付国丙第１９号）･･････････････････････････別紙２ 

 

以  上 
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別紙１ 

 

「日本銀行代理店国庫金事務取扱手続」中一部改正 

 

 

○ 国庫金編 特殊３ １．の注意事項（右ページ）①を横線のとおり改め

る。 

 

①  印鑑証明書、運転免許証、旅券（パスポート）、公的医療保険の被保険者証等、個

人番号カード、年金手帳、預金通帳等により本人であることを確かめる。なお、代理

人の場合は、委任状の提出を受ける。この場合、提示を受けた次表に掲げる本人確認

書類が公的医療保険の被保険者証等、個人番号カードまたは年金手帳であるの提示を

受けたときは、被保険者等記号・番号等、個人番号または基礎年金番号次表の「番号

等」欄に定める各番号等の書き写しや各番号等記載部分のコピーをしないこと。 

本人確認書類 番号等 

公的医療保険の被保険者証等 被保険者等記号・番号等 

個人番号カード 個人番号 

年金手帳 基礎年金番号 

医療券、調剤券、介護券 公費負担者番号および受給者番号 
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別紙２ 

 

「日本銀行代理店政府有価証券事務取扱手続」中一部改正 

 

○ 窓口３ ２．（１）イ．（イ）の注意事項（右ページ）③を横線のとおり改

める。 

 

 ③ 受領者本人の同一性を確認するため、運転免許証、旅券（パスポート）、公的医療

保険の被保険者証等、個人番号カード、年金手帳等の提示を求める。この場合、提示

を受けた次表に掲げる本人確認書類が公的医療保険の被保険者証等、個人番号カード

または年金手帳であるの提示を受けたときは、被保険者等記号・番号等、個人番号ま

たは基礎年金番号次表の「番号等」欄に定める各番号等の書き写しや各番号等記載部

分のコピーをしないこと。 

本人確認書類 番号等 

公的医療保険の被保険者証等 被保険者等記号・番号等 

個人番号カード 個人番号 

年金手帳 基礎年金番号 

医療券、調剤券、介護券 公費負担者番号および受給者番号 

 

 

○ 窓口３ ２．（１）ロ．（イ）の注意事項（右ページ）②を横線のとおり改

める。 

 

② 受領者本人の同一性を確認するため、運転免許証、旅券（パスポート）、公的医療保

険の被保険者証等、個人番号カード、年金手帳等の提示を求める。この場合、提示を受

けた次表に掲げる本人確認書類が公的医療保険の被保険者証等、個人番号カードまた

は年金手帳であるの提示を受けたときは、被保険者等記号・番号等、個人番号または基

礎年金番号次表の「番号等」欄に定める各番号等の書き写しや各番号等記載部分のコ

ピーをしないこと。 

本人確認書類 番号等 

公的医療保険の被保険者証等 被保険者等記号・番号等 

個人番号カード 個人番号 

年金手帳 基礎年金番号 

医療券、調剤券、介護券 公費負担者番号および受給者番号 
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○ 窓口３ ２．（２）イ．の注意事項（右ページ）④を横線のとおり改め

る。 

 

④ 受領者本人の同一性を確認するため、運転免許証、旅券（パスポート）、公的医療

保険の被保険者証等、個人番号カード、年金手帳等の提示を求める。この場合、提示

を受けた次表に掲げる本人確認書類が公的医療保険の被保険者証等、個人番号カード

または年金手帳であるの提示を受けたときは、被保険者等記号・番号等、個人番号ま

たは基礎年金番号次表の「番号等」欄に定める各番号等の書き写しや各番号等記載部

分のコピーをしないこと。 

本人確認書類 番号等 

公的医療保険の被保険者証等 被保険者等記号・番号等 

個人番号カード 個人番号 

年金手帳 基礎年金番号 

医療券、調剤券、介護券 公費負担者番号および受給者番号 

 


